
各 位
滋賀医科⼤学医学部附属病院では、滋賀県からの依頼によるPCR検査の実施

への協⼒や、使命である⾼度急性期医療の実施において、必要なマスクや防護
服、診断・診療機器、さらには、医療スタッフやそれを⽀える⼈員などの不⾜
が⽣じております。

また、教育機関でもある本学は、将来の地域医療を⽀える医学・看護学⽣の
ため、新たにオンライン教育の開始や、臨床実習ができないことからシミュ
レーター等を活⽤した代替教育の充実に取り組んでいるところです。

さらに、学⽣⾃⾝も、家計維持者の困窮による学業遂⾏の困難が現実のもの
になりつつあります。

以上のことから、特に教育や医療の⾯において、緊急のご⽀援を仰ぎたく、
８⽉３１⽇（⽉）まで本基⾦への寄附申し込みをお願い申し上げる次第です。

基⾦は、ご⽀援別に、①「附属病院⽀援資⾦」、②「⼤学⽀援資⾦」、③
「学⽣の修学⽀援（わかあゆ育成資⾦）」の３つを設けております。

寄附につきましては、感染の拡⼤に伴う緊急性にもよりますが、次のとおり
活⽤させていただきたいと考えております。

①附属病院⽀援資⾦：新型コロナ対策のための院内環境整備や、検査⽤試薬
等の感染患者診断⽤の医療材料購⼊費など

②⼤学⽀援資⾦ ：オンライン教育、シミュレーター機材の充実など
③学⽣の修学⽀援 ：本感染拡⼤に伴い家計維持者の困窮で修学継続が困難

になった学⽣への⽀援

皆様のご⽀援を⼼よりお願い申し上げます。
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本基⾦に関する
お問い合わせ先

〒520-2192 滋賀県⼤津市瀬⽥⽉輪町
滋賀医科⼤学総務企画課 電話：077-548-2012

新型コロナ感染症対策への寄附のお願い

寄附の依頼について、本学職員が電話することはございません。電話詐欺にご注意ください。



「滋賀医科⼤学⽀援基⾦」について、詳しくはホームページをご覧下さい。
URL： https://www.shiga‐med.ac.jp/contribution

「滋賀医科⼤学⽀援基⾦」へのご寄附は、税制上の優遇措置があります。
・⼊⾦確認後、２週間を⽬処に「寄附⾦領収書」を送付させていただきます。
・「寄附⾦領収書」は、確定申告の際必要となりますので保管ください。

所得控除について
各資⾦への寄附は、寄附された年の総所得⾦額等の合計額から控除を受けることができます。

個⼈住⺠税（道府県⺠税・市町村⺠税）の寄附⾦税額控除について
寄附された年の翌年１⽉１⽇現在、指定団体（※）にお住まいの⽅は、個⼈住⺠税の寄附⾦税額控除
を受けることができます。
※指定団体について
本学に対する寄附⾦を寄附⾦税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村については、各地
⽅⾃治体にお問い合わせください。

ご寄附いただいた⽅へ、次のとおり謝意の表明をさせていただきます。

全ての⽅
滋賀医科⼤学ホームページでのご芳名を掲載。
URL：https://www.shiga‐med.ac.jp/contribution/gohoumei

寄附⾦額に応じて

※ご芳名の掲載、掲⽰はご承諾いただいた⽅のみに⾏います。
※個⼈で500万円以上、団体で1,000万円以上のご寄附をいただいた場合は、国からの紺綬褒章の授与の対
象となります。
※今回の「新型コロナ感染症対策への寄附」につきましては、⽬的実施への経費節減のため、記念品の贈
呈は控えさせていただき、芳名板及び感謝状のみにさせていただきたく存じます。

寄附⾦に対する税法上の優遇措置

謝意の表明

なお、「わかあゆ育成資⾦」は、「所得控除」または「税額控除」が選択できますので、「寄附⾦領収
書」に加えて「税額控除に係る証明書（写）」をお送りいたします。

寄附⾦額 内 容

10万円以上 学内芳名板でのご芳名の掲⽰
50万円以上 上記に加え、感謝状の贈呈

法⼈
寄附⾦額 内 容

50万円以上 学内芳名板でのご芳名の掲⽰、
感謝状の贈呈

個⼈

個⼈の皆さま

法⼈の皆さま
「滋賀医科⼤学⽀援基⾦」への寄附⾦については、寄附⾦の全額を損⾦算⼊することができます。

本基⾦に関する
お問い合わせ先

〒520-2192 滋賀県⼤津市瀬⽥⽉輪町 滋賀医科⼤学総務企画課
電話：077-548-2012 メール：hqkikaku@belle.shiga-med.ac.jp


